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　特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）を取り巻く環境の変化に伴い、税理士のＮＰＯサポートビジネスが大きく
拡がりそうだ。中でも、国税庁長官から認定を受けることで税の支援措置を受けることができる「認定ＮＰＯ法
人」の申請書類作成は、税理士業務の範ちゅうとされただけに、ＮＰＯ法人をサポートする税理士の活躍に期待
が寄せられている。

 認定ＮＰＯ法人支援ビジネスが拡大
「申請書作成は税理士業務」で追い風

国税庁Q&Aに裏付け

　認定ＮＰＯ法人とは、国税庁長官か
ら認定を受けると、ＮＰＯ法人に対して
支出した寄付金について寄付金控除の
“特例措置” を認めるというもの。すで
にＮＰＯ法人として２年間の活動実績
のある団体が対象となっている。
　しかし、認定を受けるためには、ＮＰ
Ｏ法人を運営する組織構成や適正な経
理処理といった様々な要件をクリアし
なければならず、そのハードルの高さ
から、認定を申請したものの却下され
てしまったケースも少なくない。
　これまで、要件の見直しが何度も行
われてきたが、申請が急増するような
起爆剤にはならなかった。
　とくに “やっかい” なのが、認定ＮＰ

Ｏ法人制度の判定基準となるパブリッ
ク・サポート・テスト（ＰＳＴ）だ。Ｐ
ＳＴとは、ＮＰＯ法人が広く一般から支
持されている度合いを表す指標のこと。
国税庁長官から認定を受けるためには、

「ＮＰＯ法人の総収入に占める寄付金の
割合が 20％以上であること」という「相
対的基準」が設けられており、これが
高い障壁になっていた。
　ところが、平成 23 年７月の所得税の
一部改正にともない、認定ＮＰＯ法人
の要件が大幅に緩和。このＰＳＴ要件
も大きく見直されることになった。
　そこで、大きくクローズアップしてき
たのは、ＮＰＯ法人の各事業年度にお
いて、年間３千円以上の寄付者が 100
人以上という「絶対的基準」が設けら
れた点だ。そのため、「これだけ要件の
ハードルが下がれば、認定を受けよう
とするＮＰＯ法人が急増するのは間違
いない」とした見方が出ている。
　そして、寄付金に対する所得控除に
税額控除の優遇措置も追加された点も

追い風となっている。認定ＮＰＯ法人
に寄付した者は、所得控除制度が受け
られる優遇措置が設けられている。具
体的には、認定ＮＰＯ法人への寄付金
から２千円を差し引いた金額を所得か
ら控除できるといったものだ。ただ、高
額の所得がなければ優遇措置の効果は
薄く、関係者からは「一般の方々はメ
リットを感じられず、寄付を促すような
優遇とはいえない」などと厳しい意見
が飛んでいた。
　しかし、今回の所得税の一部改正に
ともない、寄付税制が大きく見直された
ことを受け、従来の所得控除制度に加え
て税額控除制度も選択できるようになっ
た。所得控除制度と比べた税額控除制

度の “ウマミ” は浸透しつつあるだけに、
要チェックポイントとなっている。
　こうした改正は、ＮＰＯ法人にとって
大きな転換期となり、新たにＮＰＯ法人
を設立しようとする動きも増えてくるこ
とが予想される。そうなると、ＮＰＯ法
人をバックアップする専門家へのニー
ズも高まってくるだろう。実際、多くの
行政書士がＮＰＯ法人の設立支援など
に乗り出しており、書店には専門家が
執筆したＮＰＯ関連書籍も数多く並ん
でいる。
　ただ、専門家が認定ＮＰＯ法人の申
請をサポートする場合、国税庁長官の
認定を受ける認定ＮＰＯ法人制度は、
租税特別措置法が根拠法となっている。
　そのため、申請関連の業務を行政書
士が行えば、税理士法違反に該当する
恐れもある。
　その裏付けとして、国税庁の認定Ｎ
ＰＯ法人制度に関するホームページの

「Ｑ＆Ａ」がある。「ＮＰＯ法人設立時に
関与した行政書士に認定申請書の作成

の依頼をすることは認められています
か？」という問いに対し国税庁では、「認
定ＮＰＯ法人制度の根拠法が租税特別
措置法のため、税理士業務である税務
書類の作成に該当する」との回答を掲
載している。現実的には、行政書士が
認定申請に携わっていたとしても、国
税庁の見解によると、税理士に分があ
りそうだ。

　今回の認定ＮＰＯ法人の要件緩和に
続き、平成 24 年４月には改正ＮＰＯ法
の施行も待ち構えている。ＮＰＯ法人を
取り巻く環境が大きく変わる中、それ
を支援しようとする専門家の動きも慌
ただしくなっている。税理士業界とし
ても最新動向にアンテナを張り、地域
のＮＰＯ法人をサポートできる万全の
態勢を整えたいところだ。

　中小企業の経営者が、自社の経営
状況を把握するために、中小企業の目
線に立って策定された新しい会計ルー
ル「中小企業の会計に関する基本要綱
（案）」がついに公表された。今後はパ
ブリックコメントを経て、年内には最
終案がまとめられる予定だ。
　この中小企業向けの「新会計」は、
既存の会計基準とは方向性が大きく異
なるもの。「企業の実態に応じた会計
処理ができることや経営者にも容易に
理解できること」を柱にまとめられた
要綱案は、総論、14項目からなる各論、
様式集で構成されている。総論では、
中小企業の多様な実態に配慮し、中小
企業の経営者が理解しやすく自社の経
営状況の把握に役立つものとするとと
もに、会社計算規則に準拠しつつ、中
小企業に過重な負担を課さないものと
すること等を目的に記載するなど、基
本的な考え方を記載している。また、
各論では、多くの中小企業の実務に実
際に使用され、必要と考えられる勘定
科目に絞るとともに、一定の場合の簡
便な会計処理等を示している。さらに、
様式集は、会社計算規則により作成が
求められている貸借対照表、損益計算
書について、多くの中小企業の実務に
おいて実際に使用され、必要と考えら

れる項目 ( 勘定科目 ) に絞った上で、
様式例を示している。
　これまで、この「基本要領（案）」
の存在自体を知らない税理士が多かっ
たことから、急展開してきた今回の成
り行きに、戸惑いの色は隠せない。こ
れまでの財務会計のルールは、外部利
害関係者への報告が第一の目的とされ
てきたが、今回の新ルールでは、経営
者に役に立つ分かりやすい会計が優先
され、利害関係者への情報提供は、後
廻しとなった。今後、新会計が会計事
務所に与える影響等について、税理士
らの間で議論が活発化していくと見ら
れているが、総論に書かれた「中小企
業の成長に資する会計」という部分に
ついて、実務レベルでどう対応するの
かを読み解く力が税理士に求められて
いる。
　いずれにせよ、中小企業が自らの経
営状況を説明できる力を持つ、その
手段としての “新たなルール” につい
て、顧問先に新会計をどう説明し、実
務的にどう対応していけばいいのかな
ど、実践的な段階に入ったのには違い
ない。

（４面に新会計立案の議論に加わった
櫻庭周平公認会計士・税理士の解説
記事を掲載）




